
与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金 

（別紙１－１） 

 

団体名：ままもりっこ             

 

団体登録事業計画書 

○活動場所 与謝野町全域 

○解決したい地域の課題を教えてください。 

 
近年、災害が多く発生する中で、防災意識の向上や災害があれば、まずは自分をまもるという自

助力の向上が求められています。しかし、与謝野町では「防災について学べる機会が少ないこと」

や「災害の情報がわかりづらく得られにくいこと」などから、防災意識・自助力の低さが地域の課

題だと考えています。 

また、核家族化や共働き家庭の増加による子育て世代の孤立（孤育て）も地域の課題と考え、

「つながりこそ最大の防災」をコンセプトに、子育て世代のつながりや子どもたちが日々の暮ら

し・与謝野の自然・遊びを通して、自分の身を自分で守れるように生きるチカラを育むキッカケと

なる活動を行っていきます。 

○今後の事業予定を教えてください。 

（※複数の事業を行う場合は、優先順位の高い順に記載してください。） 

 
【防災教室の開催】 

町内の小学生や保護者を対象とした、防災意識向上や防災の知識が得られる体験教室を開催。 

与謝野町の加悦地域・岩滝地域・野田川地域での各３回実施予定です。 

【エプロンシアター】 

町内の乳幼児とその保護者を対象とした、地域特性を活かした防災についてのお話をわかりやすく

伝えるため、エプロンシアターの作成と披露を行います。 

○事業を通じて、期待される効果・変化や目指す地域の姿（目標）を教えてください。 

 
・幼少期からの防災意識が備わり、ひとりひとりが命を守れる知識やスキルを得ることができる 

・未来の防災リーダーになり得る人材を育成し、災害に強いまちづくりにつながる 

・誰一人取り残さない地域を目指す 

○事業実施体制を教えてください。 

 【運営メンバー】11名 

【相談・協力団体】与謝野町役場(与謝野町防災訓練への参加やブース出展等) 

宮津与謝消防組合消防本部(防災イベントの実施や救急救命講習の実施) 

 事業実施時協力者数 最大 15名程度 

○情報発信方法（寄附の獲得方法）として、どんな工夫を行いますか。 

 
・ＳＮＳでの情報発信や活動報告(ホームページ、Instagram、note等) 

・チラシの配架(活動の広報やイベントの広告宣伝等) 

・他団体や多世代との交流 

・イベントに参加して団体の活動を周知する 

○団体の事業を自立的・継続的に活動していくために、どんな工夫を行いますか。 

 
 団体の設立３年目に入り、賛同してくれるメンバーもだんだんと増えてきました。子育て世代を

対象とした事業をすすめてきましたが、小学生向けの体験教室の実施により、より幅広い世代へと

活動の幅を広げていきたいと考えています。 

防災に無関心な人でも参加しやすい内容や企画をしてさまざまな方が参加できる事業にしていき

たいと考えています。 



与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金 

（別紙１－２） 

 

団体名： ままもりっこ    

 

収支計画書 

 
【収入】                                    （単位：円） 

科 目 内 訳 金 額 

補助金 与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金 （補助目標額）100,000円 

事業収入 

（受益者負担分） 

参加費 

@500円×15組×全 3回 

22,500円 

自己資金  31,500円 

その他   

収入合計 154,000円 

 

 
【支出】                                    （単位：円） 

科 目 内 訳 
金 額 

対象経費 対象外経費 

講師料 防災教室講師料 20,000円×3名 60,000円  

旅費 講師料旅費 10,000円×3名 30,000円  

人件費 託児スタッフ人件費 5,000円×3回 15,000円  

会場費 場所代 3,000円×3回 9,000円  

広告宣伝費 チラシ印刷代 1,000部×3回 12,000円  

消耗品費 エプロンシアター材料費、コピー用紙 等 10,000円  

材料費 防災教室 飲食、ワークショップ材料費等  18,000円 

    

    

    

    

    

    

    

    

支出合計 136,000円 18,000円 

総合計 154,000円 

 



防災ママサークルままもりっこ 会則 

 

（名称） 

第 1条 本会は、防災ママサークルままもりっこ（通称：ままもりっこ）と称する。 

 

（事務所） 

第 2条 本会の事務所は与謝野町（代表宅）とする。 

 

（目的） 

第 3条 

人と人がつながり、手と手を取り合える社会にすることを目的とする。 

 

（事業） 

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。 

（１）子育て世代の防災リーダー育成事業 

（２）定期的に行うサークル活動 

（３）防災啓発活動のための防災イベント開催 

（４）その他 

活動内容・場所については、都度 SNS等で連絡することとする。 

 

（会員） 

第 5条 本会の会員は次の 2種類とする。 

（1）正会員は、第 3条の目的に賛同し、入会した者とする。 

（2）サポーター会員は、第 3条の目的に賛同し、本会の事業を応援や支援をするために入

会した者とする。 

 

（入会及び退会） 

第 6条 

会員として入会する者は、入会申込書を防災ママサークルままもりっこに提出し、代表者の

承認を得るものとする。退会する場合は、退会届を代表者に届け出ることとする。 

 

（会費） 

第 7条  

（1）正会員 無料 

（2）サポート会員 10,000 円/年 

 



（役員） 

第 8条 本会に次の役員を置く。 

（１）代表…本会を代表し、その事業を総括する。    1 名 

（２）副代表…代表を補佐し、代表者が欠席のときはその職務を代行する。 1 名 

（３）会計…会の会費、その他事業にかかわる財源を管理する。  1 名 

２ 第１項に定める役員は会員の互選により選出する。 

３ 役員の任期は、原則 1年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（会計） 

第 9条 会の経費は会費の収入及び補助金等をもってこれにあてる。 

会の事業年度及び会計年度は毎年 4月 1日に始まり 3月 31日終わる。 

 

（総会） 

第 10条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に１回開催するものとする。ただし、必

要があるときは臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は、以下の事項について議決する。 

（１）会則の変更 

（２）事業の変更 

（３）事業報告及び収支決算 

（４）役員の選任または解任 

（５）解散 

（６）その他会の運営に関する重要項目 

３ 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

 

（変更） 

第 11条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。 

 

附則 

１ この会則は、令和 4年 9月 1日から施行する。 


